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  令和５年９月４日（月） 

行 政 会 議 発 言 要 旨 

 

◎市長あいさつ 

皆さん、おはようございます。 

気象庁の予報によりますと、今後も平年より高い気温が続くとの発表がされています。例年、９月においても

熱中症による救急搬送事例が見られます。夏休みが明けて、学校等での活動が増えていきますので、学校現

場や各イベント開催時には、子どもたちをはじめ、参加者や従事者等の熱中症対策を徹底するようお願いしま

す。 

次に、夏季休暇についてですが、原則９月末までの取得となっています。各局区においては、改めて事務事

業の進捗管理を徹底し、職員が休暇を取得しやすい環境を整えるとともに、まだ取得できていない職員への声

掛け等をお願いします。 

さて、今年は関東大震災から１００年という節目の年を迎えました。この機会に改めて、防災ということにつ

いて考えていただきたいと思います。 

 行政には、市民の命と安全を守る責務があります。そのためには市民への的確かつスピーディーな情報提

供が大変重要です。 

地震や台風などの予測や、被害の状況を迅速にわかりやすく提供することはもとより、避難経路や避難所

に関する情報、備蓄や家屋の補強といった日頃の備えに関する具体的な助言、ＳＮＳやウェブサイトの充実、

多言語対応など、信頼される情報源として、行政の防災に関する情報発信には多くのことが求められています。 

この１００年の間、社会や生活は大きく変化し、情報伝達手段は、高度かつ多様化してきました。当時に思い

を馳せるとともに、いま同規模の地震が発生した場合の情報発信について、改めて考えていただくようお願い

します。 

最後に、明後日から９月定例会が開会します。全４３議案をご審議いただくとともに、令和４年度の決算につ

いてご審議をいただく重要な議会でもあります。各事業の目的や内容、成果等について、わかりやすく明確な

説明ができるよう、遺漏のない準備をお願いします。 

私からは以上です。 

 

 

◎報告事項 

〔市長公室〕 

●令和５年度さいたま市民意識調査の中間報告について（広聴課） 

この度、令和５年度さいたま市民意識調査の中間報告を公表しましたので、ご報告します。 

今年度の結果では、「住みやすさ」は昨年度比▲0.6 ポイントの 86.6％、「定住意向」は昨年度比▲1.9 ポイン

トの 85.2%となり、いずれも昨年度を下回りましたが、「住みやすさ」では過去２番目、「定住意向」では過去４番

目に高い数値であり、ともに高い水準を維持しています。 

また、この中間報告では、施策の満足度や重視度等についても公表していますので、後ほどホームページ

をご確認いただきますようお願いします。 

なお、性・年代別、居住区別に分析した最終報告書は、例年通り 12 月中に公表予定です。 

 

〔都市戦略本部〕 

●アナログ規制の点検・見直しについて（デジタル改革推進部） 

政府では、デジタル社会の実現に向けて、「書類での提出」や「目視の点検」などのアナログ行為を義務付

けている「アナログ規制」の見直しに取り組んでいます。 

地方公共団体においても、このアナログ行為を求める規制を見直す、いわゆる「アナログ規制の点検・見直
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し」の実施が求められており、本市でも「書面」や「対面」といったアナログ的な規制をできるだけ見直すことで、

デジタル化を加速させ、ＤＸを推進してまいりたいと考えております。 

現在、国から示されている「地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアル」を踏まえ、条例

や規則等で定められているアナログ規制の洗い出しや、点検・見直し作業の準備を進めておりますので、今後

の作業につきまして、ご協力の程、よろしくお願いします。 

 

●マイナンバー情報総点検について（デジタル改革推進部） 

先月、国において「マイナンバー情報総点検本部」が開催され、マイナンバー情報総点検の中間報告があり

ました。 

紐付け方法に関する調査の結果、厚生労働省所管の障害者手帳の事務について、個別データの点検対象

となりましたが、これは紐付け誤りの割合が高いということも踏まえ、本市も含め障害者手帳を扱っている全て

の自治体が対象となったものです。 

マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤となるものであります。国においてマイナンバー登録事務に関す

る横断的ルールの策定等、後日、再発防止対策が示される予定ですので、今回個別データの点検対象となら

なかった事務も含め、再発防止対策をもとにし適正に取り組んでいただくようお願いします。 

 

〔総務局〕 

●トップ＆ミドルマネジメントセミナーの開催について（人材育成課） 

市幹部職員を対象に、マネジメント力の更なる向上を図ることを目的としたトップ＆ミドルマネジメントセミナ

ーを開催します。 

講師には、国の各種委員を歴任されております、株式会社コラボラボの横田響子氏をお招きし、ダイバーシ

ティについてご講演いただく予定です。 

また、当日は、セミナー開催前に政策立案研修発表会を実施します。所属長から推薦された若手職員が、

講義やグループワーク等を通じて実施してきた政策立案研修において、立案した政策を発表するものです。セ

ミナーは、１０月３０日の午後、ときわ会館５階大ホールでの開催を予定しており、行政会議終了後、局区等筆

頭課を通じてご案内します。 

 

〔財政局〕 

●財政実務実践研修の実施について（財政課） 

予算は、議会の議決を得た趣旨・内容を損なうことのないよう、適正に執行管理を行う必要があります。 

昨年度来、予算執行における事務処理誤り等が散見されるため、令和６年度当初予算要求にも資するよう、

今般、改めて、予算に係る基本事項の習得・確認のための研修を実施しています。受講忘れのないよう、周知

徹底をお願いします。 

対象者は、予算要求課・予算執行課の課長級以下の職員、９月２２日までに、S-Knowledge にて「小テスト」

の実施をもって受講の確認をします。 

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。 

 

〔保健衛生局〕 

●新型コロナワクチン令和５年秋開始接種の実施について（新型コロナウイルスワクチン対策室） 

新型コロナワクチンにつきまして、今月から令和５年秋開始接種が始まります。 

対象者は、初回接種が完了した、すべての方となります。実施期間は、９月２０日から３月３１日の予定で、

期間内に１回無料で接種できます。接種用クーポン券は、令和５年春開始接種を受けていない方は、既に送

付したお手元の接種用クーポン券を使用し、春開始接種を受けた方は、９月１２日以降順次発送する予定です。

なお、予約受付は９月１２日から開始します。 
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接種会場は、個別接種実施医療機関に加え、１０月４日から３０日まではさいたまスーパーアリーナに集団

接種会場を開設します。 

職員の皆様におかれましても、接種についてご検討いただきますようお願いします。 

 

〔子ども未来局〕 

●こどもまんなか・少子化対策会議について（子ども政策課） 

８月２９日に、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を社会の真ん中に据える

「こどもまんなか社会」の実現や、少子化対策について、全庁的な取組方策を検討するため、市長を座長とす

るこどもまんなか・少子化対策会議の第１回を開催し、それぞれの検討の視点等についてご議論いただきまし

た。今後、こどもまんなかの理念を踏まえた事業の策定や見直し、少子化対策に資する事業に関する重点取

組方針の策定に向け、全庁的な検討を進めてまいりますので、ご協力をよろしくお願いします。 

また、先日、市長がこどもまんなか応援サポーター宣言を行いました。宣言動画を市のＨＰで公開しておりま

すのでご参照ください。 

 

〔都市局〕 

●政令指定都市・区制施行２０周年事業～シェア型マルチモビリティとの連携企画～（都市総務課） 

政令指定都市・区制施行２０周年を記念し、シェア型マルチモビリティとの連携企画を２つ実施します。１点

目は、１０月１日から１１月３０日まで、シェア型マルチモビリティの定額利用の実証実験を実施します。プランＡ

は月２千円で自転車の初乗り３０分が乗り放題、プランＢは全てのモビリティを月２万円で時間無制限で乗り放

題になるものです。 

２点目は、１２月１日から１月３１日まで、シェアサイクルでの１０区回遊スタンプラリーを実施します。シェア

サイクルで市内の名所や商店などのスポットを訪れていただくと、クーポンを配布させていただくものです。 

多くの移動データを収集し、よりよい交通及びスマートシティの施策に繋げていくため、職員の皆さんにも積

極的にご活用くださるようお願いします。 

 

 

◎その他 

〔選挙管理委員会事務局〕 

●埼玉県知事選挙について（選挙課） 

皆様のご協力により、埼玉県知事選挙の投・開票すべてを、「事務処理ミスゼロ」で終了することができまし

た。例年以上の酷暑の中、ご負担も大きかったと思います。心より感謝申し上げます。選挙人や従事者から、

投票所の環境改善に関するご指摘をいただいておりますので、一層の改善に努めてまいります。 

また、過去最低の投票率となったことを重く受け止め、市区選挙管理委員会で、啓発のあり方等について再

検討を進めたいと考えております。 

次は、令和７年の市長選挙となりますが、解散による衆議院議員総選挙の可能性もございます。急なお願

いとなることもございますが、引き続きご協力をお願いします。 

 

 

◎次回の行政会議 

次回、令和５年度第７回は、１０月４日（水）午前１０時です。 



令和５年度 第６回 行政会議

令和５年９月４日（月）

●令和５年度さいたま市民意識調査の中間報告について

●アナログ規制の点検・見直しについて

●マイナンバー情報総点検について

●トップ＆ミドルマネジメントセミナーの開催について

●財政実務実践研修の実施について

●新型コロナワクチン令和５年秋開始接種の実施について

●こどもまんなか・少子化対策会議について

●政令指定都市・区制施行２０周年事業

～シェア型マルチモビリティとの連携企画～

【市長公室】
令和５年度さいたま市民意識調査の
中間報告について

住みやすさと定住意向の推移

住みやすい人は86.6%（昨年度比▲0.6p）、

住み続けたい人は85.2% （昨年度比▲1.9p）でともに高い水準を維持

調査結果の詳細は、市ホームページからご確認ください。
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【都市戦略本部】
アナログ規制の点検・見直しについて

 取組趣旨︓条例や規則等において、「書面」「対面」といったアナログ的な手法を前提としている規程を点検・
見直すことにより、デジタル化をさらに加速させ、ＤＸの推進に寄与する。

 対象範囲︓アナログ規制７項目（目視、実地監査、定期検査・点検、常駐・専任、対面講習、書面掲示、
往訪閲覧・縦覧）のほか、フロッピーディスク等の記録媒体を指定する規定等

 推進部署︓デジタル改革推進部、行財政改革推進部
・ 全庁調査、方針の作成、全体グリップ など

 対応部署︓各所管課
・ 規制の洗い出し、見直しの検討、検討結果の報告
・ 点検・見直しの趣旨を踏まえ、各所管課における関係規程を幅広に確認してもらう。

◎アナログ規制の点検・見直しの概要

R５年度（2023） R６年度（2024） R７年度（2025）

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

想定
スケジュール

全庁調査

一覧(リスト)作成

見直し方針等策定

条例改正・運用変更

随時、見直しの検討

【都市戦略本部】

 ７月中 ︓マイナンバーの紐付け作業の実態把握の調査
 ８月８日︓デジタル庁において中間報告とともに、個別データの点検対象を再発防止策等と併せて発表。

本市においては、厚生労働省所管の障害者手帳の事務のみについて、個別データの点検対象と
なったが、これは全国において紐付け誤りの割合が高いということも踏まえ、本市も含め障害者手
帳を扱っている全ての自治体が対象となったもの。

 ８月下旬〜原則11月末︓
厚生労働省からの通知等をもって障害福祉課において個別データの点検を実施。
点検作業の進捗状況についてデジタル庁及び厚生労働省へ報告（概ね月に１回）

今回個別データの点検対象とならなかった事務も含め、再発防止対策をもとにし適正に取り組んでください。

（中間報告資
料より抜粋。
赤枠追加。）

マイナンバー情報総点検について



●対象者：局長級職員
部長級から課長級職員のうち推薦された職員 合計１００人

●日 程：令和５年１０月３０日（月）１４時３０分~１７時（予定）
●会 場：ときわ会館５階 大ホール

講師：株式会社コラボラボ 代表取締役 横田 響子 氏
講演テーマ：ダイバーシティ 働き方が変われば、社会も変わる

【総務局】

〇「トップ＆ミドルマネジメントセミナー」の開催に併せて「政策立案研修発表会」を実施します。
所属長から推薦された職員が、講義やグループワーク、所管課へのヒアリング等を通じて実施し

てきた政策立案研修において、立案した政策を市長及び幹部職員の前で発表します。

外部有識者から直にその経験や考え方、社会動向や先進事例を聴くことにより、
市政経営の主体者として必要な先見性や大局観を養い、マネジメント力の更な
る向上を図る。

研修のねらい：
○幹部職員を対象とした「トップ＆ミドルマネジメントセミナー」を開催します。

トップ＆ミドルマネジメントセミナーの開催
について

財政実務実践研修の実施について【財政局】

○ 予算は、議会の議決を得た趣旨・内容を損なうことのないよう、適正に執行管理を
行う必要がある。

○ 昨年度来、予算執行において、事務処理誤り等が散見されるため、令和６年度
当初予算要求にも資するよう、改めて予算に係る基本的事項の習得・確認について、
研修を実施（例年実施している主任研修資料をベースに作成）。

○ 受講忘れのないように周知徹底をお願いする。

【研修目的】
予算事務担当職員として職務を遂行するために必要な基礎知識の習得

【対象者】
予算要求課・予算執行課に所属する課長級以下の職員 等

【受講期間・方法】
令和５年８月２１日（月） ～ 令和５年９月２２日（金）
S-Knowledgeにて受講（小テストの実施をもって受講確認）

※全庁掲示板等を通じて受講状況の公表を予定

対象者 初回接種（１・２回目）が完了したすべての方

【保健衛生局】

▸ 集団接種会場（１会場）

予約受付 ９月１２日(火)から開始

▸ 個別接種実施医療機関

接種用
クーポン券

► 春開始接種を受けた方：９月１２日(火)以降順次発送

接種会場

さいたまスーパーアリーナ

実施期間 令和５年９月２０日(水)～令和６年３月３１日(日)（予定）

► 春開始接種を受けていない方：既に送付したお手元の

新型コロナワクチン
令和５年秋開始接種の実施について

１０月４日(水)～３０日(月)

※期間内に１回無料で接種できます

クーポン券を使用

【子ども未来局】 こどもまんなか・少子化対策会議について

■ こどもまんなか・少子化対策会議とは
全庁的に「こどもまんなか社会（※）の推進」や「少子化対策」に資する取組の推進を行う
ため、部局横断的な推進体制として設置
（市長を座長とし、副市長、水道事業管理者、教育長、関係局長等で構成）

※ 常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を社会の真ん中に据えるという理念

■ スケジュール

≪こどもまんなか社会の推進≫
●検討の視点
①全庁的に、こどもまんなかの理念に基づいた各種

施策を推進すべきではないか
②まずは、市職員から仕事と子育ての両立の推進な

どに積極的に取り組み、市内企業等への展開を
図っていくことはできないか

③行政だけではなく、こどもを社会全体ではぐくむ
取組を推進できないか

■ 検討内容

≪少子化対策≫
●検討の視点
①出産・子育てのために居住する世帯を増やすこと

ができないか
②誰一人取り残さず、安心して子育てできる環境を

つくることも併せて必要ではないか
③持続可能なまちづくりとの両立を図る視点も必要

ではないか

第1回（8/29）
・現状や問題意識の共有
・基本的な考え方に関する意見交換
・すぐに取組むべき事項に関する意見交換

第2回（1月頃）
・すぐに取組むべき事項の決定

第3回（3月頃）
・こどもまんなか重点取組方針のとりまとめ
・少子化対策重点取組方針（案）の検討

新規・拡充事業検討

■ こどもまんなか応援サポーター宣言
８月３１日（木）に市長がこどもまんなか応援サ
ポーターを宣言（市ＨＰで宣言の動画を公開中）

次期子ども・青少年のびのび希望プラン（令和
７年度～）に反映



【都市局】 政令指定都市・区制施行２０周年事業
〜シェア型マルチモビリティとの連携企画〜

①マルチモビリティのサブスクリプション

【広報】市報、アプリ通知、市ホームページ、SNS
【申込方法】HELLO CYCLINGアプリ＞マイページ＞料金プラン変更＞料金プラン一覧より

② 10区回遊スタンプラリー
各区の観光地や商店等スポットの回遊
で、シェアサイクルのクーポンを発行
し、まちの魅力の発信と地域を活性化
します！

【実施期間】１２月１日（金）〜１月３１日（水）
※クーポン先着5,000枚

【実施期間】１０月１日（日）〜１１月３０日（木）

シェアサイクル・ＥＶ等をお得に利用で
きる定額プランが２種類！利用スタイル
に応じたプランの選択が可能です◎

プランＡ

プランＢ

次回 令和５年度
第７回行政会議

令和５年１０月４日（水）

午前１０時００分～


